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京阪五条・七条地区基本構想は，京都市基本計画や京都市都市計画マスタープランなどの京都市の上

位計画に掲げられている“バリアフリーのまちづくり”の一環として位置付けられるものです。 

京阪五条・七条地区基本構想は，地区の特性やまちづくりの方向性にも十分配慮した内容とすること

が必要となります。 

このことから，京阪五条・七条地区基本構想を策定するに当たり，京都市の上位計画における下京区

及び東山区のまちづくりの方向性を踏まえたうえで，京阪五条・七条地区のまちづくりの方向性を整理

することとします。また，京都市のまちづくりやユニバーサルデザインの考え方の基本的な方向性を，

京阪五条・七条地区基本構想においても反映させていきます。 
 

１ 上位計画・関連計画の構成 

図－８ 上位計画・関連計画の構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 京阪五条・七条地区のまちづくりの方向性 

都市理念(都市の理想像) ～世界文化自由都市宣言～ 

京都市都市計画マスタープラン 

 都市計画に係る基本的な方針を示す

もので，京都市全体の方向づけに関す

る事項を記載した「全体構想」と下京

区及び東山区など各地域の特性に応じ

た地域像を描いた「地域別構想」に分

けられる 

京都市基本構想 

２１世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想 

京都市基本計画 

基本構想の具体化のために全市

的観点から取り組む主要な施策を

示す計画 

各区基本計画 

基本構想に基づく各区の個性を

生かした魅力ある地域づくりの指

針となる計画 
都市計画の分野に関する事項の

具体化を図るために作成 

京都市みやこユニバーサルデザイン推進条例 

みやこユニバーサルデザインを総合的に推進することにより，年齢，性別，言語，

習慣，心身の状態にかかわらず，すべての人が，個人として尊重され，その能力を最

大限に発揮し，心豊かに，生きがいを持って，安心で安全な生活を営むことが出来る

とともに，将来にわたって活力に満ちた社会を実現するための条例。 

その推進のため，基本理念，京都市及び事業者の責務，市民及び観光旅行者その他

の役割の基本となる事項を定めている。そして，それらを具体的な行動に移すための

「指針」を平成17年12月に策定した。 

京都市交通バリアフリー 
全体構想 

安全・快適に安心して移動できる

交通環境を整えるために作成 

京阪五条・七条地区 
バリアフリー 

移動等円滑化基本構想 
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２ 各行政区のまちづくりの方向性 

京都市では，都市理念を踏まえた京都市基本構想を受けて，京都市基本計画が策定されています。

さらに，各行政区でこの京都市基本構想に基づいて，各区の個性を活かしたまちづくりの計画を策定

しています。また，都市計画に係る基本的な方針を示す京都市都市計画マスタープランにおいても地

域別構想として各地域の地域像を示しています。 

京阪五条・七条地区が含まれる各区基本計画と京都市都市計画マスタープランの地域別構想を整理

し，各行政区のまちづくりの方向性を示します。  

 
 

（１）下京区のまちづくり 
下京区のまちづくりの方向性は，上位計画の下京区基本計画と京都市都市計画マスタープランの

地域別構想により以下のように整理することができます。 

○下京区基本計画 
下京区基本計画では，目標像である「であい ふれあい 町衆のまち いきいき下京」の実現に

向けたまちづくりの目標と取組を提示しており，この中で以下の５つの重点施策を掲げています。 
 
 
 
 
 
 

○京都市都市計画マスタープラン（地域別構想） 
京都市都市計画マスタープランの地域別構想においては，下京区のまちづくりについて以下の

４つの目標を掲げています。 
 
 
 
 
 

① のんびりゆったり歩くまち構想 
② にぎわい門前町ルネッサンス構想 
③ 個性と魅力を伝える情報のまち構想 
④ みんなで支え合うやすらぎのまち構想 
⑤ 楽しく学びふれあう学習のまち構想 

① 都市居住からみた目標
職と住が共存し，多世代が住み続けられるまちをつくる 

② 都市活動からみた目標  
都心にふさわしい活力ある産業とにぎわいのあるまちをつくる 

③ 都市環境からみた目標 
寺院や町並み，きめ細かい自然を生かしたまちをつくる 

④ 都市交通からみた目標 
にぎわいと文化あふれる，歩いて楽しい魅力的なまちをつくる 
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（２）東山区のまちづくり 

東山区のまちづくりの方向性は，上位計画の東山区基本計画と京都市都市計画マスタープランの

地域別構想により以下のように整理することができます。 

○東山区基本計画 
東山区基本計画では，目標像である「伝統・創造・文化 やすらぎとふれあいのまち・東山」の

実現に向けたまちづくりの目標と取組を提示しており，この中で以下の３つのキーワードを掲げ，ま

ちづくりの方向性を示しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 

○京都市都市計画マスタープラン（地域別構想） 
京都市都市計画マスタープランの地域別構想においては，東山区のまちづくりについて以下の

４つの目標を掲げています。 
 
 
 

① 安心 
さまざまな世代がいきいきと住み続けられるまち 

② 魅力 
多彩な個性と創造がきらめくまちづくり 

③ 交流 
出会い・ふれあいを育むまちづくり 

① 都市居住からみた目標
職と住が共存し，多世代が住み続けられるまちをつくる 

② 都市活動からみた目標 
伝統産業ともてなし産業の魅力あるまちをつくる 

③ 都市環境からみた目標 
東山の自然と山すその豊かな歴史環境を生かしたまちをつくる 

④ 都市交通からみた目標 
歴史と文化を探訪できる，歩いて楽しい魅力的なまちをつくる 
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３ 京阪五条・七条地区のまちづくりの方向性 

上位計画に示されている下京区及び東山区の将来像及びまちづくりの方向性を踏まえ，京阪五条・

七条地区のバリアフリー化を推進していくに当たって配慮すべき京阪五条・七条地区のまちづくりの

方向性を以下のように整理します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）来訪者や生活者が快適に利用できるまちづくりの推進 

国内外からこの地区へ来訪する人やこの地区で生活する住民にとって，安全で快適に安心して移

動し，駅や公共施設を利用できる環境を形成するため，周辺の道路環境を整えるとともに，快適で

使いやすい施設整備を推進します。 

 

（２）歴史あふれ，安心・安全・快適で歩いて楽しいまちづくりの推進 

訪れる人がまちの貴重な文化・歴史を楽しみ，回遊する市街地として，すべての人が，安心・安

全・快適に活動できるよう，歩いて楽しい魅力あるまちづくりを推進します。 

 

（３）であい，ふれあい，いきいきとしたまちづくりの推進 

さまざまな世代がいきいきと住み続けられ，伝統的に受け継がれている町衆文化を維持，継承す

るとともに，地域の連帯感を深めながら，いきいきとしたまちづくりを推進します。 
 

（４）文化や自然を感じるやすらぎあるまちづくりの推進 

歴史や伝統などの文化，川のせせらぎを探訪できるやすらぎのあるまちづくりを推進します。 

 
 
 

「であい ふれあい 町衆のまち 

 いきいき下京」 

「伝統・創造・文化 

やすらぎとふれあいの 

まち・東山」 

下京区・東山区の将来像 


